
財政安定化支援事業

545 556 712

[公費負担額：国５４２億円、県１６８億円、市町村２６億円]

※１　平成27年度決算における法定外繰入額30億円のうち決算補填等の目的の額　

※２　退職被保険者を除いて算定した額であり実際の交付額と異なる。

  　

国調整交付金

１３１億円

前期高齢者交付金

７１２億円

※２

定率国庫負担

３２％

３５９億円

県調整交付金
９％

９６億円

保険財政共同

安定化事業

５０％ ５０％

医療給付費等総額 約１,８４６億

法定外一般会計繰入

（決算補填等を目的）

２１億円※１

９％

（平成２９年度予算ベースで推計）

保険者の責めに帰さない、

所得水準の低下、高齢者数

の増加に着目した、市町村

への地方財政措置

全ての医療費に対し、都道

府県単位で各市町村の拠出金

で賄う

（事業規模：４６８億円）

低所得者等の保険料軽減対

象者数に応じて補助

事業規模：４０億円

（県10億円）

（国1/2、県1/4、市町村1/4）

実際の保険料軽減分を補助

事業規模：６４億円

（県48億円）

（県3/4、市町村1/4）

市町村国保財政のイメージ（県分）

保険料軽減分

保険者支援分

高額医療費共同事業

保険料

（３９８億円）

保険者支援分

保険財政共同安定化事業

保険料軽減分

市町村への地財措置：18億円

国保・被用者保険の
６５歳から７４歳の前
期高齢者の偏在による
保険者間の負担の不均
衡を、各保険者の加入
者数に応じて調整
（医療給付費の約３割
の規模）

＜普通調整交付金（７％）＞
市町村間の財政力の不均衡
等（医療費・所得格差）を
調整するために交付

＜特別調整交付金（２％）＞
災害その他特別の事情を
考慮して交付

国調整交付金

１レセプト８０万円超の医
療費の費用負担を調整し、財
政への急激な影響を緩和。都
道府県単位で各市町村の拠出
金に対し、国、県で補助。
事業規模：５６億円
（県14億円）
（国1/4、県1/4）

高額医療費共同事業

資料２



国調整交付金
９％

県　財政安定化基金
（約３２億円）

平成30年度以降の国保財政の財源構成

納付金
（保険料） 前期高齢者

交付金定率国庫負担

３２％

　　　　県繰入金
　　　　　９％

50％ 50％

≪国保事業費納付金≫

市町村が県に納付

≪前期高齢者交付金≫

国保・被用者保険の65歳から

74歳の前期高齢者の偏在によ

る保険者間の負担の不均衡を、

各保険者の加入者数に応じて

調整

≪保険者努力支援制度≫

県・市町村の努力を判断する

評価指標により交付

※H30～公費拡充

全国800億円

≪国調整交付金≫

・普通調整交付金

都道府県間の所得水準の調

整のために交付

・特別調整交付金

県・市町村の特別な事情に

より交付

※H30～公費拡充

全国800億円

≪県繰入金≫

・１号分

①激変緩和措置分（各市町村

の納付金を個別に減額）

②納付金総額から差し引く（全

市町村の納付金を定率で減

額）

・２号分

県において対応すべき市町村

の特別な事情により交付

※１号２号分は相互に流用可能

※２号分の支払いに充ててなお

残る分が１号分

保険料軽減制度

保険者支援制度

≪保険者支援制度≫

低所得者数に応じた助成

［国：1/2、県：1/4、市町村：1/4］

※H27～公費拡充

全国1,700億円

≪高額医療費共同事業≫

高額な医療費（１件80万円超）

に対する負担

〔国：1/4、県1/4〕

≪保険料軽減制度≫

低所得者の保険料軽減分に応

じた助成

［県：3/4、市町村：1/4］

県全体の医療

費が急増の場

合、県に貸付

保険料収納不足の

場合、市町村へ貸

付・交付

特例分
（約５億円）

県繰入金１号分の激変緩和措

置分を補填

50％ 50％

保険者努力
支援制度

高額医療費
共同事業負担金

（医療費の急増）

≪県財政安定化基金≫

全国2,000億円規模（全額国庫負担）

※交付の補填は国・県・市町村で１／３ずつ

≪県財政安定化基金 特例分≫

全国300億円規模（全額国庫負担）


